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お わ り に

は じ め に

2016 (平成 28) 年 7 月 10 日、参議院議員通

常選挙 (以下、「参院選」と略) の投開票が行

われた。今次の選挙では、何よりも選挙権年齢

が引き下げられたこと、つまり日本で初めて

18 歳・19 歳の未成年者が国政選挙において一

票を投じたことが特筆されよう。

それとともに、今回の選挙では、多くの地域

で大学や商業施設内に投票所が設置され、期日

前投票が実施されている。これも注目されてよ

い新たな試みといってよい。

かねてより「選挙」といえば、憲法学では、

主として選挙権保障の範囲や選挙制度、あるい

は一票の格差をめぐる問題などが論じられてき

たところである。それに比して、“投票し易さ”

という観点から、投票の方法や手続等について

議論が深められてきたかといえば、至って物足

りないといわざるを得ないように思われる1 )。

たしかに、投票方法や手続等に関わる事項は、

選挙に関する技術的且つ細目的な事柄に属する。

しかしながら、こうした些細な技術的・形式的

要素が、時として民主主義の根幹を左右するこ

ともまた認めざるを得ない事実である。オルテ

ガ (Ortega y Gasset) が指摘したように、「デ

モクラシーの健全さは、それがどのようなタイ

プのものであっても、またどのような段階のも

のであっても、一に選挙という貧弱な技術的操

作にかかっている｣2 ) からである。

そうした点からすると、先のような新たな試

みとならんで、近年行われている制度改革にも

十分留意しておく必要があろう。その一つが、

病院や福祉施設等で行われる不在者投票におけ

る「外部立会人」の制度化である。それは、た

しかに取り立てて関心を呼び起こすような類い

のものではないかもしれない。しかし、投票が
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つまり投票機会を確保するために必要な改革で

あったと考えられる。

“投票し易さ”を実現するとしても、それは

「選挙の公正」あってのことである。現実には、

選挙犯罪が繰り返されている。本稿の主題であ

る指定病院等における不在者投票 (「施設投

票」) に関しても、公職選挙法違反で起訴され

る事案が後を絶たない。一般に“目立たない”

例外的な投票方式ではあるが、右のような実態

を放置するとすれば、選挙制度への信頼を揺る

がしかねない。

本小論は、近時の公職選挙法の見直しを契機

として、従来あまり顧みられることのなかった、

施設投票をめぐる問題を取り上げ、当該制度の

現状及び課題について考察を行うものである。

特に、憲法学の見地から、投票の困難な者に対

する投票機会の確保のあり方や「選挙の公正」

の確保をめぐる論点を中心に、議論の整理と若

干の検討を試みる。

以下、具体的には、まず近年における実際の

投票に関わる新たな取組みを概観するとともに

(1)、投票困難な者に対する投票機会の確保に

ついて検討を行う (2)。そのうえで、いわゆる

施設投票について当該制度の現状と課題につい

て考察を行うこととしたい (3)。

1．公職選挙法の改正と投票方法

(1) 近時の公職選挙法の改正

2016 (平成 28) 年夏の参院選では、投票に

あたって幾つか新たな取組みがみられた。以下

では、実際の投票方法に関する制度改革を中心

に、近年の公職選挙法改正の動向を振り返って

おきたい。『公職選挙法の動き〈平成 25年〜27

年版〉』3 ) によれば、近時の法改正の概要とし

て次の 5点が挙げられている。すなわち、①イ

ンターネット選挙運動の解禁、②成年被後見人

の選挙権回復等のための改正、③都道府県議会

議員の選挙区設定の改正、④選挙権年齢等の引

き下げ等の改正、⑤参議院の定数是正及び二県

の区域を区域とする選挙区の設置のための改正、

がそれである。

このうち、選挙権の範囲に関わる大きな改正

(上記②、④) が続けて行われたことは記憶に

新しいところであろう。これによって、投票権

者の範囲が拡がった。選挙権をめぐる歴史は

「参加の権利を求める市民の葛藤の歴史｣4 ) で

あり、投票する主体 (有権者) の拡張の歴史で

もある。

投票権の範囲拡大について、第一は成年被後

見人の選挙権の回復である。平成 25年の東京

地裁違憲判決を受けて、速やかに法改正が行わ

れ、成年被後見人の選挙権等の欠格条項が削除

された。それによって、同年 7 月以降に公示・

告示される選挙から、成年被後見人も選挙権・

被選挙権を有することとなった。

第二に、18，19 歳の未成年者が選挙に参加

できることとなった。平成 27 年 6 月の法改正

により、選挙権年齢が「満 20 年以上」から

「満 18 年以上」に引き下げられた (公職選挙法

第 9条)。これは、既存の「日本国憲法の改正

手続に関する法律」の投票権年齢と一致させる

措置であった。18 歳への選挙権年齢の引き下

げは、1945 (昭和 20) 年に従来の「満 25年以

上」から「満 20 年以上」に引き下げられて以

後、おおよそ 70 年ぶりの大改定であったとい

える5 )。

(2) 期日前投票と共通投票所制度

1 ) 期日前投票

2003 (平成 15) 年に期日前投票制度が創設

されて以来、有権者の投票の割合は増えており、

投票所の数も選挙毎に増加している。2016 (平

成 28) 年 7 月の参院選では 5299カ所と過去最

高を示した6 )。今回の選挙では、18 歳以上に

選挙権年齢が引き下げられたことで、高校や大

学のなかに期日前投票所を設置する取組みが拡

がったことが注目される7 )。

従前、投票時間は午前 8 時 30 分から午後 8

時までと定められており、昨今の生活スタイル

や勤務形態などからすると、十分に有権者の

ニーズに応えられていないのではないかと指摘

されていた。そこで、有権者のさらなる投票機

会を確保するために、2016 (平成 28) 年の公職

選挙法改正 (平成 28 年法律第 24 号) によって、

「投票開始時刻の 2 時間以内の繰り上げ、終了

時刻の 2 時間以内の繰り下げが可能」とされ、

「投票時間の弾力的な設定」が認められること
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となった (公職選挙法第 48条の 2第 6 項)8 )。

2 ) 共通投票所

総務省は、2014 (平成 26) 年 5 月に「投票

環境の向上方策等に関する研究会｣9) を設置し、

有権者が投票を行いやすい環境整備の方法につ

いて議論を重ねていった。そこでの議論の成果

の一つが、共通投票所制度の創設である。

従来、選挙人は、選挙の当日、自己の属する

投票区の投票所で投票を行わなければならず、

その他の投票所では投票を行うことができな

かった。2016 (平成 28) 年の公職選挙法改正

(平成 28 年法律第 24 号) によって、「選挙人の

投票の便宜のため必要があると認める場合 (当

該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合

に限る。) には、投票所のほか、その指定した

場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区

に属する選挙人も投票することができる」とさ

れた (公職選挙法第 41条の 2第 1 項)10)。こう

して設けられたのが共通投票所である。共通投

票所は、既存の投票所に加えて、さらに追加的

に設置されるものであるから、投票時間なども

弾力的に定めることが認められている。

各投票所をオンラインで結ぶことで二重投票

を防止するとされるが、費用がかさむとともに、

情報管理の不安も指摘されるなど、共通投票所

の普及には課題も少なくない11)。

なお、例えば被災地等、選挙人の多数が投票

区外に避難している場合に、その避難先付近に

共通投票所を設置することで、避難者の投票機

会を確保する効果も期待されている。

(3) 不在者投票

平成 25年 5月の公職選挙法改正 (平成 25年

法律第 21号) によって、指定病院等の不在者

投票の公正な実施を目的として、外部立会人

(「市町村の選挙管理委員会が選定した者」) の

配置が努力義務として新たに規定されることと

なった (公職選挙法第 49条 10 項)。外部立会

人としての活動が想定されているのは、「選管

OB、明るい選挙推進協議会の構成員、選管現

役職員等」である12)。こうした外部立会人に関

する事務については、不在者投票に対する指導

的立場にある都道府県選挙管理委員会と外部立

会人を選定する市区町村選挙管理委員会、そし

て実際に投票事務を行う指定病院等の三者が

「連携・協力して不在者投票のより公正な実施

の確保に向けて取り組む」ものとされている13)。

なお、それとの関連で、代理投票の補助者の

要件が見直されている。従来は、選挙人の家族

や付添人を補助者に選任することも認められて

いたが、平成 25年法改正によって、投票管理

者が投票所の事務に従事する者のうちから補助

者を選任することに改められた。これは、選挙

の公正を期すために、「代理投票を補助すべき

者を中立的な立場の投票事務従事者に限定する

趣旨である」とされる14)。

2．投票が困難な者に対する投票機会の確保

昨今、過疎地の投票所を統廃合したり、投票

時間を繰り上げたりするケースが増えている15)。

こうした選挙実務の対応は、実質的にその地域

の有権者の投票を妨げる一つの要因となってい

る。憲法上、投票機会をひろく確保すべきであ

るという要請は認められるであろうか。以下、

不在者投票制度を中心にこの問題を考えてみた

い。

(1) 不在者投票制度

高齢者や身体障害者等、投票所に行くことが

困難な選挙人に対する権利保障の問題は、これ

まで十分な検討がなされておらず、理論的にも

かなり立ち後れているとの指摘がみられる16)。

わが国では、投票日当日に選挙人が自ら投票

所に出向き、自らの手で一票を投じることが原

則とされる。これを投票日当日投票所投票主義

(投票現場自書主義) と呼んでいる。もちろん、

何らかの理由で投票日に不在の者や、入院加療

中などによって投票所に足を運べない者もいる。

そこで公職選挙法は、例外的な取扱いとして、

選挙期日の前に一定の手続によって投票を行う

「不在者投票制度」を設けている (第 49条)。

不在者投票といっても、その手続・形式は

様々である。例えば、①名簿登録地以外の市区

町村の選挙管理委員会における不在者投票、②

郵便等による不在者投票、そして③指定病院等

における不在者投票などが挙げられよう17)。

上記①については、2016 (平成 28) 年夏の
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参院選の際にも、しばしば話題となったところ

である。つまり、選挙権年齢引き下げにより新

たに選挙権をもつこととなった大学生らのなか

には、実家に住民票を残したままである者が少

なくなく、その場合に、上記①のような手続で

現住所において投票を行うことができるかが問

題とされたのである。自治体のなかには、大学

生らの不在者投票の申請を「居住実態がない」

として、受け付けなかった自治体もみられた。

また②の投票方法は、身体に重度の障害があ

る選挙人に対して、自宅 (現存する場所) にお

いて投票の記載をし、郵便等による投票を認め

るものである。具体的には、身体障害者手帳な

どで足や心臓、呼吸器などに重い障害が認めら

れている者や、介護保険の「要介護 5」と認定

された者が対象となる。2012 (平成 24) 年の

衆議院選挙では、全国で約 2万 6千人が利用し

たとされている18)。この②の投票については、

いわゆる在宅投票制違憲訴訟との関連で (次の

(2))、さらに詳しく取り扱うこととしたい。

最後に、本稿の主題である③については、次

の 3で取り上げる。

(2) 不在者投票制度の運用とその問題

不在者投票については、しばしばその使い勝

手の悪さが指摘される。手続の煩雑さは、選挙

の公正を確保するために致し方ない部分もあろ

う。しかし、その結果、選挙権をもちながらそ

れを行使できない者が出てくるとすれば、権利

保障の見地から、制度運用の是非を問うていく

姿勢が必要であろう。

1 )「在宅投票制度違憲訴訟」

不在者投票制度をめぐっては、これまでに幾

つかの裁判が提起されてきたが、なかでも注目

されるのが「在宅投票制度違憲訴訟」である。

すでに戦前にも、在宅投票に類する制度が存

在していたとされるが、戦後は重度の身体障害

にかぎらず疾病等を理由に、法律上ひろく認め

られることとなった。しかし、1951 (昭和 26)

年 4月の統一地方選挙において、在宅投票に関

わる選挙違反が多発し、その後、相次いで選挙

無効・当選無効の判決が言い渡される事態が生

じた。そのために、翌年には即座に法改正が行

われ、在宅投票制度が廃止されることとなっ

た19)。これによって、外出が困難な選挙人に

とっては実質的に投票権が奪われてしまった。

その後、度々、在宅投票制復活に関する請願及

び陳情がなされ、国会でも幾度かこの話題が取

り上げられたが、法改正には至らなかった。

こうした状況の下、在宅投票制度を廃止した

立法措置、ならびにその後当該制度の復活がな

されない立法の不作為が身障者の選挙権を奪う

ものとして、国家賠償訴訟が提起された。

一審 (札幌地裁小樽支部判昭和 49 (1974)

年 12 月 9 日) は、在宅投票制の廃止を憲法第

15 条 1 項・3項、第 44 条、第 14 条 1 項に違反

するとして、原告の訴えを認容した。裁判所は、

「〔選挙権が〕憲法の基本原理である国民主権の

表現として、国民の最も重要な基本的権利に属

する」と判示し、選挙制度の定め方如何によっ

ては、「一部の者について、法律の規定上は選

挙権が与えられていてもその行使すなわち投票

を行なうことが不可能あるいは著しく困難とな

り、その投票の機会が奪われる結果となること

は、これをやむを得ないとする合理的理由の存

在しない限り許されないものと解すべき」とし

た20)。

続く控訴審 (札幌高判昭和 53 (1978) 年 5

月 24日) でも、端的に「投票は選挙権の行使

にほかならないから、選挙権の保障の中には、

当然に投票の機会の保障を含むというべき」で、

「選挙権を有する国民は、直接にか間接にかは

別として、その手が投票箱に届くことが憲法上

保障されているものといわなければならない」

とした21)。なお控訴審は、昭和 44年以降の立

法不作為を違憲としたが、国会議員の故意・過

失は否定している。

それに対して最高裁 (最判昭和 60 (1985)

年 11 月 21 日) は、選挙権の実体判断には踏み

込まず、在宅投票制の存廃ほか投票方法に関す

る事項の決定は「立法府である国会の裁量的権

限」であると述べた22)。

2 ) ALS (筋萎縮性側索硬化症) 患者選挙権

訴訟

1952 (昭和 27) 年に在宅投票制度が廃止さ

れた後、上記の違憲訴訟の影響もあり、1974

(昭和 49) 年に郵便投票制度が新設されている

(公選法第 49条 2 項)。当該規定の委任を受け
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た公選法施行令は、投票用紙に候補者の氏名を

自書することなどを要求していた。

本件は、ALS (筋萎縮性側索硬化症) のた

め自書 (自署) が不可能な原告らが、現行の制

度の下では投票を行うことが不可能であり、選

挙権行使の機会を奪われているとして、内閣が

適切な措置を講じず、国会も立法措置を講じな

かったことが国家賠償法上の違法行為にあたる

として争った事案である。

東京地方裁判所は原告の損害賠償を認めな

かったものの、公職選挙法については違憲状態

であると判示した23)。裁判所は、憲法が選挙事

項法定主義を採用し、投票方法など個々の具体

的な手続に対して「国会の合理的裁量にゆだね

ている」ことを確認したうえで、次のように述

べている。選挙権の重要性や諸外国での運用状

況をも引きながら、裁判所は「公職選挙法にお

いて、投票所投票主義及び自書主義を原則とす

る選挙制度を定め、これを維持するのであれば、

投票行為の性質に伴う必然的な制約や、投票の

秘密や選挙の公正の要請から身体的条件によっ

て選挙権行使の機会を奪う結果となってもやむ

を得ないと判断されるのであれば格別、そうで

ない限り、投票所等に行くことも自書すること

も不可能な選挙人が存在すれば、それらの選挙

人に選挙権行使の機会を保障するための制度を

設けることが憲法上要請されている」と明示し

たのである。

判決では、諸外国の選挙制度に対する検討や、

国会審議でもみられた巡回投票制度 (選挙管理

機関が選挙人の自宅を訪問して投票を行わせる

もの) についての言及など、選挙人の投票機会

の可能性を詳細に分析している。

本件判決については、「自書することも投票

場に行くことも不可能な選挙人が存在すれば、

それらの選挙人に選挙権の行使を可能とする制

度を設けることが憲法上求められているとの厳

格な判断を示した｣24) として学説上も好意的に

受けとめられている。本件判決では、投票事項

等について、それがひろく国会の裁量にゆだね

られているとはいえ、選挙人のおかれた状況を

考慮するとともに、国会での立法過程や諸外国

の投票状況などを詳細に検討する必要性を示し

ており、在宅投票制度違憲訴訟における最高裁

判決の射程を限定的にとらえたものと評するこ

とができる。

3 ) その後の動向

上述の事案に対しては、憲法学的には特に立

法の不作為に対する違憲審査をめぐる事案とし

て高い関心が寄せられるが25)、もちろん本稿の

主題である不在者投票 (郵便投票) のあり方を

考察するうえでも興味深い内容を含んでいる。

上記 1) 事案が係争中の 1974 (昭和 49) 年

に、国会は公職選挙法を改正し、限定的ではあ

るが在宅投票制を復活させた26)。その後も、繰

り返し在宅投票制の拡充、手続の簡素化等が論

じられるなかで、代理投票や不在者投票などが

整備され現在に至っている。もっとも、いまだ

根本的な改革にはほど遠く、事実上、投票権を

行使できない身障者等も少なくない。そもそも、

要介護度の判定に際しては、「自力で外出でき

るかどうか」ではなく、「どれくらい介護の手

間がかかるか」となっているため、実際には要

介護度 3や要介護度 4であっても外出すること

ができず、投票を断念する者が多いようであ

る27)。

最近では、精神発達遅滞及び不安神経症のた

め、「ひきこもり」の傾向のある者が、現行の

選挙制度では選挙権の行使が困難であるとして、

立法不作為の国家賠償訴訟を提起した事案が注

目される。最高裁判所は原告 (上告人) の請求

を棄却したが、「選挙権が議会制民主主義の根

幹を成すものであること等にかんがみ、精神的

原因による投票困難者の選挙権行使の機会を確

保するための立法措置については、今後国会に

おいて十分な検討がされるべきものである」と

述べている28)。

同判決には、泉德治裁判官の補足意見が付さ

れており、そこでは「〔現行の公職選挙法が〕

憲法の平等な選挙権の保障の要求に反する状態

にある」と明言されている点が特筆に値する。

同補足意見は、選挙の公正の確保及び適正な管

理執行に配慮すべきことは当然としたうえで、

障害の程度を認定することにはたしかに困難が

つきまとうと述べる。しかし、そのような難し

さも「医師の診断書、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳等の併用によってできないわけでは

なく、上記の認定が簡単ではないという程度の
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ことでは、前記の選挙の公正を確保しつつ選挙

権の行使を認めることが事実上不可能ないし著

しく困難であると認められる事由があるとは到

底いうことができない」というのである。

これら補足意見もあわせ鑑みると、最高裁は

「投票できない理由が法的制約にあるのではな

い場合であっても、その支障を取り除いて実際

に投票できるような積極的措置をとることまで、

国会に厳しい要求を突きつけている｣29) と考え

られる。

(3) 選挙に関する諸原則

憲法上、投票の方法や選挙に関する事項につ

いては、立法府である国会にひろく裁量が認め

られる。ただし、それは無制約ではない。とり

わけ、諸外国で歴史的に確立されてきた選挙に

関する基本原則、いわば「選挙法の公理という

べきもの」に服するものと解されており、それ

ら憲法上の要請に反する法律の規定は違憲とな

る30)。そのような基本原則が、普通選挙・平等

選挙・秘密選挙・直接選挙・自由選挙の原則で

ある。

ところで日本国憲法には、実のところ選挙権

という言葉が見当たらない。学説では、選挙権

がそもそもどのような権利であるかについて、

それを「公務」を執行する義務とみるか、個人

的な「権利」と捉えるかといった議論が行われ

てきた。学説は、両側面をあわせもつものと捉

える二元説が有力であるが、何れに解するとし

ても、立法府の裁量が否定されるわけでなく、

「〔学説の〕差が意外と小さなものにすぎないこ

とが明らか｣31) であるとされる。そうすると議

論されるべきは、むしろ選挙に関する基本原則

について、その具体的な意味内容を明らかにす

ることであろう。

普通選挙とは、選挙人の資格が人種・信条・

性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入な

どによって制限されない選挙を意味するものと

される。日本国憲法 15 条 3 項は、「成年者によ

る普通選挙」の保障を明示的に保障している。

選挙法制に詳しい野中俊彦教授は、「憲法一

五条の普通選挙保障規定は、選挙における具体

的な投票の保障まで含み、選挙人は通常の社会

生活の営みのなかで特別の無理をせずに投票で

きることまでも保障されており、したがって投

票に関する制度もまた選挙人に投票の機会を最

大限与えうるようなものとして構築され、また

運用されるべきものではないか」と述べてい

る32)。同じように浦部法穂教授も、こうした普

通選挙の保障について、「選挙人資格をすべて

の成年者に与えるというだけでなく、すべての

人が事実上も不都合なく投票できるような制度

的手当を要求する」と解している33)。

また辻村みよ子教授は、従来の通説的見解が

選挙権の内容を「国政に参加する資格」と捉え、

「実際に投票する行為自体は権利とは解してい

なかった」ことを批判する文脈で、「投票現場

に行けない有権者の投票手段を保障しないこと

が、選挙権の侵害や投票機会の平等原則違反を

構成する」と指摘する34)。そうだとすれば、現

実的な問題として「事務手続の問題や選挙の公

正さの確保ということから、これを認めないこ

とに果してどれだけの合理性があるのか、公職

選挙法が原則とするいわゆる投票現場自書主義

を厳格に維持することの必要性も含めて改めて

問い直してみる必要がある｣35) といえよう。

近時の判例や立法動向をふまえ、只野雅人教

授は「権利や自由の保障よりも『公正適確な運

用』を基調とした選挙法制のあり方は、徐々に

修正を余儀なくされている」と指摘している36)。

選挙の公正及び適正な管理を強調しすぎるあま

り、個別の事情を全く勘案することなく、硬直

化した選挙管理・執行がなされてはなるまい。

先に引用した泉裁判官補足意見などにみられる

ように、最高裁もこの種の問題については、近

年、権利の実効的保障の見地から積極的な判断

を示しており、“投票し易さ”をふまえた細や

かな認定手法にいっそうの期待が寄せられる。

3．指定病院等における投票

不在者投票制度の運用において、しばしば問

題となるのが指定病院等における投票 (いわゆ

る「施設投票」) のあり方である。

(1) 施設投票の現状

施設投票をめぐる実際に関しては、すでに旧

稿において言及したところである。以下では、
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施設投票の概要について、今一度必要な範囲で

言及するとともに、その後の取組み状況を確認

しておきたい。

1 )「指定病院等」での投票

病院や特別養護老人ホーム、身体障害者支援

施設などの施設に入居している者で、投票日に

投票所に行くことが困難な者に対して、公職選

挙法上、入居施設での投票が認められる。それ

は、あらかじめ都道府県選挙管理委員会が事前

に指定した病院・老人ホーム等 (「指定病院

等」) にかぎられる。2010 (平成 22) 年 6 月の

時点で、こうした施設は計 2万 143カ所にのぼ

る37)。

指定を受けるに際しての基準として、概ね定

員 50名以上の施設とされている38)。総務省の

2007 (平成 19) 年通知 (「統一地方選挙の管理

執行について」2007 年 1 月) によれば、「都道

府県の判断で指定できる」とされており、現在、

各都道府県によって弾力的な運用がはかられて

いる。

2 ) 投票の実際

投票は公示 (告示) 日の翌日から選挙の期日

の前日までの間に行われる。期間中、午前 8時

30 分から午後 5時までの間、選挙人から投票

の申出があれば、拒否することができないとさ

れている。選挙管理委員会の委員長が管理する

不在者投票の場合には、午後 8 時まで投票が行

えるのに対して、施設投票では上述の時間内に

限られている39)。

指定施設等の多くが、ホールや食堂、会議室

などを投票所として用いている。一般に、不在

者投票管理者を施設長が務め、受付係や投票用

紙交付係は職員のなかから適宜配置されている。

これに加えて、立会人が選挙権を有する者のな

かから配置されている。立会人は、従来、施設

運営法人の評議員・職員等が務めることが多

かったが、民生委員や選挙管理委員会の職員等

も務めていたようである。近時の法改正によっ

て、外部立会人の立ち会いが「努力義務」と

なった。これは、次にみるように、不正投票を

防ぐための措置である。

外部立会人の選任に関して、例えば、大阪府

では次の 3つの取組みの何れかを行うこととし

ている40)。

① 市区町村の選挙管理委員会が選定した

者を外部立会人として不在者投票に立

ち会わせる。

② 市区町村の選挙管理委員会の職員を外

部立会人として不在者投票に立ち会わ

せる。

③ 不在者投票が行われている時間中に、

市区町村の選挙管理委員会の職員の派

遣を求め、不在者投票が公正かつ適切

に実施されているか確認してもらう。

なお、投票の段取りは次の通りである。まず

選挙人 (すなわち入所者) が記入した投票用紙

は、何も書かれていない内封筒に入れて封をさ

れ、さらにそれを外封筒に入れて、投票者が外

封筒の表に自筆署名を行った後、投票箱に投入

される。投票が終わった後、不在者投票管理者

と立会人が、外封筒の裏面に署名し、それらを

まとめて選挙管理委員会に郵送する41)。

(2) 指定施設における不在者投票の悪用

1 ) 選挙違反の要因と不正防止対策

この制度を悪用した選挙違反事案は後を絶た

ない42。そのなかには、僅差によって当落が決

せられたため、施設投票での不正が「選挙結果

に異動を及ぼす虞がある｣43) として、再選挙を

余儀なくされた自治体もある。

当該制度が悪用される背景には、施設が抱え

る特有の事情がある。主たる要因として、そも

そも実質的に選挙管理委員会の職員が指定施設

すべてで立ち会うことは「物理的に不可能｣44)

だということが挙げられる。それに関連して、

例えば、①施設あるいは居室という閉鎖性、②

意思確認の難しさという要因も指摘されよう。

上記①については、ともすると閉ざされた空

間内で投票が行われることから、投票に関わる

職員が結託すれば、造作もなく投票に干渉する

ことが可能となる。特に、入所者のうちで「重

病人で歩行困難な者」については、「〔居室の〕

ベッドを不在者投票管理者の管理する投票所と

考えて」、ベッドの上でも投票することが可能

とされている45)。この場合、選挙人のプライバ

シーを保護する意味でも、よりいっそう閉鎖性

が高まるものといえよう。

また②については、例えば重い認知症を患う
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など読み書きが困難な入所者の場合、代理投票

補助者 (立会人と代筆者の 2名) が代理投票を

行うことができる。代理投票補助者に対して、

当該入所者が明確に候補者の名前を指示できる

かといえば、きわめて難しいと言わざるをえな

い。施設職員にとっては、常々、当該選挙人と

日常的に接していることから、「ちょっとした

動作やうめき声で気持ちがわかる｣46) と主張さ

れるかもしれない。だからといって、それを本

人の意思表示と捉えることには異論も少なくな

いであろう。

こうした不正の要因を取り除くために、立法

ならびに実務レベルにおいて制度的工夫がはか

られるとともに、司法においてもかような選挙

犯罪に対しては、厳しい判断を示してきた。そ

うしたなかで、有効な防止対策として唱えられ

たのが「外部立会人の導入」である。すでに一

部の市町村では、外部の第三者による立会人制

度が導入されていたが47)、平成 25年の法改正

によって、外部立会人の導入が明記されたこと

はすでに述べたとおりである。もっとも、上述

の大阪府選挙管理委員会の取組みなどをみるか

ぎり、はたしてどこまで投票偽造等の防止につ

ながるか疑問も残る。

2 ) 選挙法違反の事案

不正投票を防止するために、新たに外部立会

人が導入されたが、それ以後も公職選挙法違反

で起訴される事案がみられる。

最近の裁判例では、福岡県直方市の特別養護

老人ホーム (「特養ホーム」) で行われた投票偽

造事件が挙げられる。本件は、2015 (平成 27)

年 4月 26 日に行われた直方市議会議員一般選

挙において、指定を受けていた特養ホームで不

在者投票が行われた際に、不在者投票管理者で

あった元施設長が、意思表示の困難な入所者に

かわって投票用紙に氏名を記載する代理記載者

(施設職員) らと共謀し投票を偽造したという

公選法違反の事案である。

福岡地裁は、「不在者投票管理者の地位にあ

りながら、その地位を悪用し、投票に関する意

思表示ができない選挙人と施設内で面談して投

票用紙に自己の応援する候補者の氏名を自書さ

せるように誘導し、あるいは共犯者である代理

記載者に指示し、投票用紙に当該候補者の名前

を記入させて投票偽造行為に及び、その結果、

投票偽造された投票用紙が正規の投票箱に混入

され、現実に選挙の公正を侵害している」と述

べた。そのうえで、「〔被告人は〕民主主義の根

幹となる選挙の公正を侵害したものであって、

その刑事責任を軽視することはできない」と判

示している48)。

本件は、不在者投票制度が悪用された典型例

といってよい。まさしく、施設内という“密

室”における“身内”の関係性のなかで行われ

た事案と評することができる49)。

(3) 外部立会人制度の活用と施設投票の課題

1 ) 運用状況と今後の活用に向けて

外部立会人の制度が導入されて三年余。その

運用状況はいかがなものであろうか。2013 (平

成 25) 年参院選の場合、外部立会人をおいた

のは「対象施設の 1割」程度とされており、い

まだ十分に浸透しているとはいえない状況にあ

る。

その背景には、制度に対する認識が未だ十分

なされていないといった理由とともに、外部立

会人の人的確保、そして財政面での手当の問題

があると考えられる。

2 ) 投票意思の確認と自己決定権の尊重

認知症の入所者を例にみても、その症状・状

況は一人ひとり様々である。症状によっては、

特別な配慮を要せずに投票できる者もあるとい

われる。何より、自己決定権の保障の観点から

しても、入所者本人の残存機能を最大限活用す

ることを第一義とすべきである。

認知症高齢者の場合、しばしば言語以外のコ

ミュニケーションの手段 (ノンバーバルコミュ

ニケーション) による支援が大きな意味をもつ

とされる50)。そうした支援に長けた施設職員等

による代理投票も、その意味からすると可能な

かぎり認められてよいように思われる。そして、

そうした場面でこそ、外部立会人の存在がいっ

そう意味をもつであろう。

3 ) 選挙の公正と投票機会の確保

指定施設等の不在者投票に関しては、特にそ

の閉鎖性という特性からしても、一定の選挙運

動の制限や投票事務の厳格な執行・管理が要請

される。度重なる選挙違反の実態に鑑みれば、
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より厳重な事務管理が求められよう。選挙が、

主権者による意思表示の重要な機会であること

からすると、施設投票に係る煩雑な事務手続も

致し方ないところがあろう。

その反面、投票に際して、施設側にあまりに

厳しい手続・条件を要求するとなれば、指定を

回避・辞退する施設も増えてくるのではなかろ

うか。そうなると、入所者の投票機会は実質的

に失われたに等しい。この点に、施設投票をめ

ぐるジレンマと呼ぶべき難点を見出すことがで

きよう。つまるところ、選挙権という権利の実

質的な保障の要請と公正な選挙の実現という要

請、この二つの憲法上の要請にいかに応えてい

くかということが問われているのである。

その点からすると、かつての国会審議でもみ

られた巡回投票制度の可能性を再度検討してみ

たり、インターネット等の積極的活用を考えて

みたりする余地もあろうかと思われる。それと

ともに、2016 年参院選の際にみられたような、

共通投票所の設置や期日前投票所の開閉時間の

弾力的設定等の新しい試みを参考に、実際の運

用実態の検証をふまえたうえで、今後の施設投

票の改善に向けて立法論の活性化を期待したい。

お わ り に

2016 (平成 28) 年 7 月に行われた参院選は、

18 歳、19 歳の未成年者が一票を投じたことも

あって、長い選挙の歴史のなかでも、エポッ

ク・メーキングな意味を有していたといえよう。

それは単に選挙権の範囲がひろがったというこ

とだけにとどまるものではない。それを一つの

契機として、実際の投票の方法等、選挙実務に

おいても新たな試みが講じられるなど、“投票

し易さ”という点に少なからず目が向けられた

と考えるからである。

例えば投票実務に関わって、選挙人名簿登録

制度の見直しも行われた。満 18 歳、19 歳の者

で、2016 (平成 28) 年春に進学や就職で住所

を引っ越した場合に、従来の制度を踏襲すると

すれば、新・旧住所地の何れの選挙人名簿にも

登録されていない状況が生まれてしまうことと

なる。そこで、「〔満 18 歳、19 歳の者が、〕初

めての選挙で選挙権はあるが投票できないとい

う事態を防ぐ」ために公職選挙法が改正されて

いる51)。また、本論で言及したように、選挙人

の利便性を考慮して、新たに共通投票所が設置

されている。こうした投票方法や手続に関する

工夫がなされている点にも十分留意したい。

選挙権は、国政のあり方を左右する効果をも

つものであり、今日、重要な基本的権利である

ことは疑いようのない事実である。

昨今、選挙権年齢の引き下げにともなって、

総務省及び文部科学省が、副教材『私たちが拓

く日本の未来』を作成しているが、「選挙の実

際」について詳細な記述がみられることも、そ

の当否は別として、こうした選挙の重要性を示

すものであろう52)。

選挙権の行使は、あたかも自明のものである

かのようであるが、実際のところ、それは投票

の方法や手続など、主として公職選挙法で定め

る制度に大きく依存している53)。投票方法に起

因する様々な事情によっては、実際上、一票を

投じることが困難な者も少なくない。“投票し

易さ”という見地から、今日の選挙制度及び投

票制度のあり方をみると、まだまだ多くの課題

が残されていると言わざるを得ない。

投票困難な者にとって“投票し易い”環境を

整備することは、それ以外の有権者にとっても

有用なものとなるにちがいない。本小論では、

旧稿の問題意識を引き継ぎ、昨今の公選法改正

と施設投票等の問題を手掛かりに、憲法学の観

点から、選挙の基本原則の意味するところと、

投票困難な者に対する投票機会の保障について

今一度問い直そうと試みた。選挙関連の法制度

については頻繁に改正が繰り返されており、ま

た各都道府県・市区町村の選挙管理委員会にお

いて様々な個別の取組みもみられるところであ

る。そうした点を含め、不在者投票制度全般に

対する検討については何れ他日を期したい。
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